
 

鳥取県選挙管理委員会告示第63号 

昭和61年鳥取県選挙管理委員会告示第33号（不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について）の

一部を次のように改正する。 

 

  平成21年８月25日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子   

 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 病院 

施設名 所在地 

略 

錦海リハビリテー

ション病院 

米子市錦海町三丁目４－

５ 

社会医療法人仁厚

会米子東病院 

米子市淀江町佐陀2169 

略 

２～４ 略 

 

 

１ 病院 

施設名 所在地 

略 

錦海リハビリテー

ション病院 

米子市錦海町三丁目４－

５ 

略 

２～４ 略 

 


